
対象走行区間の設定

【判断基準】 「避難した子
（注）

の居住地」⇔「対象地域内の親の居住地」間の移動を対象

（注）子ども：満１８歳に達してから最初の３月３１日を過ぎるまでの者

※妊婦の場合には、「避難した子」を「妊婦」と、「対象地域内の親」を「妊婦の夫」と、それぞれ読み替える。

（１）基本パターン
母子避難先の最寄りIC⇔父親居住地の最寄りIC間

（２）子どものみ避難の場合
子避難先の最寄りIC⇔父母居住地の最寄りIC間

母子（新潟） 子（新潟）

避難元対象地域

父（郡山：自宅） 父母（郡山：自宅）

【各種パターンにおける対応】

（ａ）家族が３箇所以上で分離避難
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父（郡山：自宅）

母（仙台） 子（新潟）

父（いわき：自
宅）

母（郡山）

（ｃ）分離避難で父親が対象地域内で移転

母子（新潟）

（ｂ）対象地域外で分離避難

母子（新潟） 父（仙台）

父（郡山） 自宅（いわき）自宅（郡山）

（ｄ）子どもが対象地域に残っている場合 （ｅ）子どもが２箇所以上に分離避難

子２（新潟） 母子１（仙台）母子（白
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父（新潟）

①子どもは避難せず
②対象地域内に母子避
難

※

父（郡山：自宅）父（いわき：自
宅）

母子（郡山：自
宅）

※同一市町村内の避難を除く


